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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 11月 8日 (2006.11.8)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】
　 電 流 増 幅 器 と 、 該 電 流 増 幅 器 の 力 電 流 を 検 出 す る 電 流 検 出 器 と 、 記 出 力 電 流 を

電 流 指 令 値 に な る よ う に 前 記 電 流 増 幅 器 を 制 御 す る 制 御 手 段 と を 備 え 、 制 御
手 段 に よ り 制 御 た 前 記 電 流 増 幅 器 の 出 力 を 負 荷 に 供 給 す る 電 源 装 置 に お い て 、
　 記 制 御 手 段 は 、
　 前 記 電 流 指 令 値 記 出 力 電 流 を 制 御 す る 制 御 量 を 生 成 す る

制 御 量 生 成 手 段 と 、
　 記 電 流 検 出 器 の 検 出 時 間 遅 れ 及 び 制 御 量 の 生 成 時 間 遅 れ

制 御 量 を 生 成 す る 制 御 量 生 成 手 段 と 、

こ と を 特 徴 と す る 電 源 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】
　

に 記 載 の 電 源 装
置 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】
　

に 記 載 の 電 源 装
置 。
　 　 【 請 求 項 ４ 】

出 前 入 力
さ れ た 、 前 記

さ れ 電 流
前

に 基 づ い て 前 た め の 第 一 の 第 一
の

前 第 一 の と に 基 づ い て 前 記 出 力
電 流 を 制 御 す る た め の 第 二 の 第 二 の
を 備 え 、 前 記 第 一 の 制 御 量 と 前 記 第 二 の 制 御 量 と に 基 づ い て 前 記 出 力 電 流 を 前 記 電 流 指 令
値 に な る よ う に 制 御 す る

前 記 第 二 の 制 御 量 生 成 手 段 は 、 前 記 電 流 検 出 器 の 検 出 時 間 遅 れ 及 び 第 一 の 制 御 量 の 生 成
時 間 遅 れ に 基 づ い て 前 記 電 流 指 令 値 を 補 正 す る 誤 差 補 正 手 段 を 備 え 、 前 記 補 正 さ れ た 電 流
指 令 値 に 基 づ い て 前 記 第 二 の 制 御 量 を 生 成 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １

前 記 第 一 の 制 御 量 生 成 手 段 は 、 フ ィ ー ド フ ォ ワ ー ド 制 御 手 段 で あ り 、 前 記 第 二 の 制 御 量
生 成 手 段 は フ ィ ー ド バ ッ ク 制 御 系 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は ２



　
に 記 載 の 電 源 装 置 。

　 　 【 請 求 項 ５ 】
　

に 記 載 の
電 源 装 置 。
　 　 【 】
　 請 求 項 １ 乃 至 ５ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 電 源 装 置 の 出 力 電 流 を 磁 気 共 鳴 イ メ ー ジ ン グ 装
置 の 傾 斜 磁 場  コ イ ル に 供 給 し て 傾 斜 磁 場 を 発 生 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 磁 気 共 鳴 イ メ ー
ジ ン グ 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ７ 】
（ 1）

。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ９ 】
　 (3） 前 記 誤 差 補 正 手 段 は 前 記 電 流 指 令 値 を 所 定 時 間 遅 ら せ る 時 間 遅 ら せ 手 段 で あ る 。
　 (4) 

【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 ( ） 上 記 （ 1） 、 （ 2） 、 （ 3） で 構 成 さ れ た 電 源 装 置 の 出 力 電 流 を 磁 気 共 鳴 イ メ
ー ジ ン グ 装 置 の 傾 斜 磁 場 コ イ ル に 供 給 し て 傾 斜 磁 場 を 発 生 さ せ る 。
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前 記 誤 差 補 正 手 段 は 、 前 記 電 流 指 令 値 を 所 定 時 間 遅 ら せ る 時 間 遅 ら せ 手 段 で あ る こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か 一 項

前 記 第 一 の 制 御 量 生 成 手 段 は 、 所 定 の 比 例 定 数 を 有 す る 比 例 制 御 要 素 を 備 え て 、 前 記 電
流 指 令 値 を 前 記 比 例 定 数 倍 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ４ の い ず れ か 一 項

請 求 項 ６

電 流 増 幅 器 と 、 該 電 流 増 幅 器 の 出 力 電 流 を 検 出 す る 電 流 検 出 器 と 、 前 記 出 力 電 流 を
入 力 さ れ た 電 流 指 令 値 に な る よ う に 前 記 電 流 増 幅 器 を 制 御 す る 制 御 手 段 と 、 を 備 え 、 前 記
制 御 手 段 に よ り 制 御 さ れ た 前 記 電 流 増 幅 器 の 出 力 電 流 を 負 荷 に 供 給 す る 電 源 装 置 に お い て
、 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 電 流 指 令 値 に 基 づ い て 前 記 出 力 電 流 を 制 御 す る た め の 第 一 の 制 御
量 を 生 成 す る 第 一 の 制 御 量 生 成 手 段 と 、 前 記 電 流 検 出 器 の 検 出 時 間 遅 れ 及 び 第 一 の 制 御 量
の 生 成 時 間 遅 れ に 基 づ い て 前 記 出 力 電 流 を 制 御 す る た め の 第 二 の 制 御 量 を 生 成 す る 第 二 の
制 御 量 生 成 手 段 と 、 を 備 え 、 前 記 第 一 の 制 御 量 と 前 記 第 二 の 制 御 量 と に 基 づ い て 前 記 出 力
電 流 を 前 記 電 流 指 令 値 に な る よ う に 制 御 す る

前 記 第 一 の 制 御 量 生 成 手 段 は 、 所 定 の 比 例 定 数 を 有 す る 比 例 制 御 要 素 を 備 え て 、 前
記 電 流 指 令 値 を 前 記 比 例 定 数 倍 す る 。

5 、 （ 4）
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